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第７ 職員の服務の状況 

 １ 職務専念義務 

職員は、職務上の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならないものであり、また、その

勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、群馬県が責任を有する職務にのみ従事し

なければならない。 

ただし、任命権者の行う研修に参加する場合や任命権者の行う健康診断等に参加する場合などについては、 

これを一部免除している。 

 ２ 営利企業等の従事制限 

  (1) 制度の概要 

職員は、営利を目的とする私企業の役員となり、自ら営利を目的とする私企業を経営し、又は報酬を得て 

いかなる事業若しくは事務に従事してはならないとされている。 

ただし、大学等の教育機関において講師を行う場合などについては、例外的な営利事業等の従事として認 

めている。 

  (2) 営利企業等への従事許可件数（令和５年度） 

区  分 許可件数 

知事部局等 262 

企  業  局 4 

病  院  局 486 

教育委員会 506 

警      察 3 

合      計 1,261 

 

  


